
 

 

 

 

  
 
 
 
 

インターネット公売は、動産、自動車はせり売り方式、不動産等は入札方式により行います。 
 

公売参加申込期間 
動産、自動車 不動産等 

令和８年７月９日(木)13時 ～ 令和８年７月21日(火)23時 

入 札 期 間 
令和８年７月27日(月)13時～ 

令和８年７月29日(水)23時 

令和８年７月27日(月)13時～ 

令和８年８月３日(月)13時 

公 売 物 件 

東京都主税局ホームページ内の＜公売情報＞からアクセスできます。 

インターネット公売（動産、自動車、不動産等）をご覧ください。 

※公売物件は、公売参加申込開始日以降にご覧いただけます。 

☆動産、自動車の下見会については、下記ホームページをご確認ください。 

実 施 機 関 主税局徴収部・各都税事務所 

お 問 合 せ 先 主税局徴収部機動整理課公売班（03-5388-3027） 

 
※公売物件は変更されることがあります。また、公売は中止になることがありますので、最新情報は下記ホームページ

をご覧ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主税局ホームページ<公売情報> https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kobai 

 

 東京都 公売 

 ※公売情報に関するメールマガジンを配信しています。是非ご登録ください。 

<メールマガジンのご案内> https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kobai/mail_magazine 
検索 主税局 メルマガ 

－都税についてのお知らせ－ 

インターネット公売(動産、自動車、不動産等)のお知らせ

検索 
 



 

 
 

 

 

 

 

東京都主税局では、都税の滞納により差し押さえた不動産等を郵送受付の方法により売却（公売）します。 

公 告 日 令和８年６月 12 日（金） 

入 札 期 間 令和８年７月 10 日（金） ～ 令和８年７月 17 日（金） 

公 売 物 件 

東京都主税局ホームページ内の＜公売情報＞、または都庁第一本庁舎 23 階南

側、各都税事務所及び参加している区市役所・町村役場に設置している「合同

不動産等公売案内」をご覧ください。 

開 札 期 日 令和８年７月 22日（水）午前 10時から 

開 札 場 所 各公売担当部署において開札を行います。 

実 施 機 関 主税局徴収部・都税事務所・参加している区市町村 

お問い合わせ先 

<主税局徴収部実施分> 

主税局徴収部機動整理課公売班    03-5388-3027（直通） 

<都税事務所実施分> 

主税局徴収部徴収指導課徴収指導班 03-5388-3024（直通） 

<区市町村実施分> 

主税局徴収部個人都民税対策課    03-5388-3039（直通） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－都税についてのお知らせ－ 

 

※公売物件は変更される場合があります。また、公売は中止になることがありますので、最新情報は 
 下記ホームページをご覧ください。 

 

 
<メールマガジンのご案内> https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kobai/mail_magazine 

※公売情報に関するメールマガジンを配信しています。是非ご登録ください。 
検索 主税局 メルマガ 

主税局ホームページ<公売情報> https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kobai  東京都 公売 検索 



 

 

 

－都税についてのお知らせ－ 

 

 

主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明の申請を行うことを防止し、

納税者の皆様の個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」を厳格に行っています。 

(１) 窓口で申請をされる場合 

本人確認書類 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆本人確認書類等の提示又は提出があった場合でも、口頭質問や電話確認等を行うことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

物件が所在する区にある都税事務所の下記担当班へ（台東区）台東都税事務所 03-3841-1271 

● 固定資産税（23 区内）に関する証明等   …    固定資産税班  

● 納税証明                 …    徴収管理班 

 

 

Ａ，Ｂ以外の特定の本人名義の書類   Ｃ（納税通知書・クレジットカード・キャッシュカード等） 

 

申請される方が本人と確認できる 

官公署が発行した書類 

顔写真付きＡ（マイナンバーカード・運転免許証等）     

顔写真なしＢ（各種健康保険等の資格確認書・国民年金手帳等） 

 

(２) 郵送で申請をされる場合 

・証明等は、原則として、① 都税の納税通知書送付先または② 都税事務所等に届けている住所（本店又は主

たる事務所の所在地）のいずれかに送付します。 

申請書の記載内容（証明等の対象、申請者等）が課税台帳等に登録されている内容と一致している場合は、

申請者の「本人確認書類」の提出は不要です。 

・上記①又は②以外への送付を希望される場合は、手続等について、物件が所在する区にある都税事務所まで

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

イ上記ア以外へ送付を希望される場合は、手続き等について、所管する都税事務所へお問い合わせください。 

 

都税に関する公簿の閲覧及び証明申請時の「本人確認」書類について

Ａから１種類 

Ｂから２種類 

ＢとＣから 

それぞれ 1 種類 

※Ｃから２種類は

不可 

 

いずれかを提示 

してください。 

※１ 申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類(原本)が必要です。 

※２ Ａ・Ｂの「本人確認書類」については、原則として写しをとらせていただきますので 

ご了承ください。 

マイナンバーカードの提示・複写は表面のみです。 

（※通知カードは使えませんので、ご注意ください。） 



 

 

 

  

 
 

環境負荷の小さい自動車の取得を税制面から支援するため、電気自動車等を取得した場合に自

動車税を軽減する「ＺＥＶ導入促進税制」を実施しています。令和 13年３月 31日までに取得し

たものについて、初回新規登録を受けた年度及び翌年度から５年度分の自動車税全額を免除しま

す。 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車税を軽減する「ＺＥＶ導入促進税制」を実施しています 

＝ 

【お問合せ先】 

東京都自動車税コールセンター  

03-3525-4066（平日９時～17 時） 

 

〇 電気自動車（ＥＶ） 

〇 プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ）

〇 燃料電池自動車（ＦＣＶ） 

◆対象となる自動車 

ゼロエミッションビークル 

（ＺＥＶ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都税がスマホ決済アプリで納付できます 

 💡 おうちで今、納付できます！ 

💡 スマホ決済アプリで納付書の地方税統一QRコード（eL-QR）を 

読み取るだけで納付ができます。 

注意事項 

■領収証書は発行されません。 

■納付手続完了後に納付を取り消すことは

できません。 

■eL-QR のない納付書については、 

上記の方法で納付できません。 

詳細は、東京都主税局HP をご確認ください。 

 

 

※上記の方法を利用できるスマホ決済アプリは地方税共同機構HPをご覧ください。 

※１枚あたりの合計金額が 30万円までの納付書では、スマホ決済アプリでバーコードを読み取ることでも納付できます。 

利用できるスマホ決済アプリは東京都主税局HPをご覧ください。 

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

納付書の下部に eL-QRが掲載 



 

 

 

 

 

 

東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等の取得を税制面

から支援するため、都内の中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取得した場合に、

法人事業税・個人事業税を減免しています。 

【中小企業者向け省エネ促進税制の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 者 
「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者 

・資本金１億円以下の法人等、個人事業者が該当します。 

対象設備 

次の要件を満たすもの 

①特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの 

 ・特定地球温暖化対策事業所等とは、３年連続消費エネルギー量 1,500kl 以上の事業所をいいます。 

②「省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備」（減価償却資産）で、東京都が導入推奨機器として

指定したもの＊（指定された導入推奨機器は、東京都のホームページで公表しています。） 

＊空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機） 

＊照明設備（ＬＥＤ照明器具、ＬＥＤ誘導灯器具） 

＊小型ボイラー設備（小型ボイラー類） 

＊再生可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム） 

減 免 額 

設備の取得価額（上限 2,000 万円）の２分の１を、取得事業年度の法人事業税額又は取得年の所得に対

して翌年度に課税される個人事業税額から減免 

ただし、当期事業税額の２分の１が限度 

※減免しきれなかった額は、（法人）翌事業年度等、（個人）翌年度の事業税額から減免可 

対象期間 
（法人）令和 13 年３月 30 日までに終了する各事業年度に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用 

（個人）令和 12 年 12 月 31 日までに設備を取得し、事業の用に供した場合に適用 

減免手続 

減免を受けるためには、事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている法人の場合は、その

延長された日）までに、減免申請書及び必要書類を提出してください。 

なお、申請期限を過ぎますと減免を受けることができませんのでご注意ください。 

法人事業税・個人事業税の減免 

【お問合せ先】 

 ●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること 

  ・所管の都税事務所又は支庁の法人事業税・個人事業税担当  

台東都税事務所（代表） 03-3841-1271 

  ・主税局課税部法人課税指導課 （法人事業税班） 03-5388-2963 

  ・主税局課税部課税指導課   （個人事業税班） 03-5388-2969 

 ●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること 

  ・地球温暖化対策報告書制度 受付窓口 03-5388-3433 

  ・導入推奨機器            03-5990-5087 

中小企業者向け省エネ促進税制

◆詳しくは東京都主税局ホームページ内「環境に関する軽減制度について」をご覧ください！ 

  

 

  

詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。 検索 
 

 

主税局 環境減税 



 

 

 
 

 －都税についてのお知らせ－ 
 

 

 

 

都税事務所の職員を装って、個人情報を不正に取得したり、金銭をだまし取ろうとしたりする事例が発生

しています。 

不審に感じた場合は即答せずに、主税局総務部総務課相談広報班（03-5388-2925）までご連絡ください。 

また、万が一被害にあわれた場合は、すぐに警察にご連絡ください。 

＜メールによる手口＞ 

【事例】 

 ・「あなたは納期限を経過した未納の税金があります。速やかに納付してください。」などと記載したメールが送付されてくる。 

 ・プリペイドカードの購入等の方法により納付するよう求めてくる。 

＜電話による手口＞ 

 「○○都税事務所の○○です」または「○○都税事務所の者です」と職員を装って電話をかけてきます。その後、以下の事例のよ

うに個人情報を聞きだそうとします。 

【事例１】 

・「税務調査を行っているので、納税者の情報について確認したい」と質問してくる。 

・家族の構成、名前、職業等の個人情報を聞こうとする。 

【事例２】 

 ・「税金が還付されます」、「払いすぎた医療費をお返しします」とだまし、ＡＴＭに誘い出す。 

 ・ＡＴＭコーナーから指定の電話番号に電話するように指示する。 

 ・指定の電話番号に電話すると、ＡＴＭの操作を言葉巧みに指示し、お金を振り込ませる。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【お問合せ先】 主税局総務部総務課相談広報班 03-5388-2925 


